
様式１

【受審施設・事業所情報】

事 業 所 名 称

運 営 法 人 名 称

福祉サービスの種別

代 表 者 氏 名

定 員 （ 利 用 人 数 ） 名

〒

電 話 番 号 － －

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 － －

ホームページアドレス

電子メールアドレス

事 業 開 始 年 月 日

職 員 ・ 従 業 員 数 ※ 名 名

※印の項目については、定義等を最終頁に記載しています。

【第三者評価の受審状況】

受 審 回 数 回

前 回 の 受 審 時 期 年度

【評価結果公表に関する事業所の同意の有無】

評価結果公表に関する
事業所の同意の有無

福祉サービス第三者評価結果報告書
【児童福祉分野（保育所）】

ポピンズナーサリースクール扇町

株式会社ポピンズエデュケア

保育所

施設長　　西野　いづみ

30

事 業 所 所 在 地

530-0052

大阪市北区南扇町1-14
関西電力労働組合会館1階

06 4307 6275

06 4307 6276

https://www.poppins.co.jp/educare/room-search/ougimachi/

ougimachi@poppins.co.jp

令 和 5 年 4 月 1 日

正規 11 非正規 4

専 門 職 員 ※

保育士：7名
看護師：2名
栄養士：2名

有

施設・設備の概要※

［居室］

［設備等］
保育室(0歳児、1歳児、2歳児、3.4歳児、5歳児）、
調乳室、調理室、更衣室、応接室兼医務室、便所、
シャワー室、事務室
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【理念・基本方針】

【施設・事業所の特徴的な取組】

【評価機関情報】

第 三 者 評 価 機 関 名

大 阪 府 認 証 番 号

評 価 実 施 期 間 ～

評 価 決 定 年 月 日

評価調査者（役割） （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

令 和 7 年 3 月 31 日

26 運 営 管 理 委 員

2101C020 運営管理・専門職委員

人生で最も重要な時期の人間教育を目指します

・寛容な人間
・聡明で愛情深い人間
・探求心旺盛な人間
・グローバル社会で活躍できる人間

・多文化理解教育
・食育
・衛生指導
・異年齢児交流

一般社団法人ぱ・まる

270052

令 和 6 年 6 月 30 日 令 和 7 年 3 月 31 日



◆評価機関総合コメント

◆特に評価の高い点

◆改善を求められる点

◆第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント

・別紙「第三者評価結果」を参照

◆第三者評価結果

【総評】

保護者負担を減らすことを大切にされており、IT活用による書類等軽減や、持ち込み荷物
も最小となるよう配慮されています。普段の活動の中で、子どもたちが、SDGｓ活動に
触れ、理解し、実践する機会を設けており、保護者等へも感じてもらう機会が設けられて
います。菜園活動を行う事によって、食材に触れたり、食への理解・興味を育んでいける
よう努められています。教育と保育を組み合わせた保育展開を意識されており、個々の子
どもの可能性を育んでいける保育展開となるよう心がけられています。

【異年齢保育の展開】

3～5歳児が、異年齢保育で同じクラスで保育されていることによって、子ども同士の刺
激や、生活習慣の習得等にも繫げられています。

【保護者への説明拡充】

施設のねらいや考えが、意図通り保護者等には伝わっていない部分が見受けられました。
情報提供・情報共有の拡充と共に、保護者等が実感できる内容で伝える工夫拡充が望まれ
ます。

第三者評価を受けさせていただいたことで、園としての課題や目指す方向性が明確となり
ました。開園して１年余りでまだまだ基盤作りの段階ではありますが、これからもお子
様・保護者様の支援と共に、地域に根ざした保育園となるよう取り組んでまいります。今
回ご指摘いただいたところを、スタッフと共にどのように取り組んでいくのか話し合いを
重ねながら、スタッフ一丸となりより良い保育園となるよう努めて参りたいと思います。



評価結果

Ⅰ-１-(1)-① b

（コメント）

評価結果

Ⅰ-２-(1)-① b

（コメント）

Ⅰ-２-(1)-②  経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。 b

（コメント）

評価結果

Ⅰ-３-(1)-① b

（コメント）

Ⅰ-３-(1)-② b

（コメント）

Ⅰ-３ 事業計画の策定

Ⅰ-３-(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

3年を目処とした中長期計画が策定されています。客観的に実施状況が評価可能
な内容の明確化が望まれます。

 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

中長期計画を踏まえた単年度計画の策定に留意されています。客観的に評価可能
な内容の明確化が望まれます。

理念・基本方針は、パンフレット・ホームページ等で明示されています。ホーム
ページ等では、詳しい捉え方等が記載されています。周知状況や実践状況を確認
できる、継続的な取組の工夫が望まれます。

Ⅰ-２　経営状況の把握

Ⅰ-２-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。

 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されてい
る。

毎月、法人全体の施設長会議と、関西支社管轄の施設長会議が開催され、法人全
体の動向、施設の課題や気づき等の、共有や検討が行われています。地域に応じ
たニーズや動向の把握・分析拡充が望まれます。

施設固有課題について、支社単位で検討共有されています。施設内での共有に努
められています。支社単位・施設単位いずれかで、可能な範囲での具体的な取組
拡充が望まれます。

＜別紙＞

第三者評価結果

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１　理念・基本方針

Ⅰ-１-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。

 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。



Ⅰ-３-(2)-① b

（コメント）

Ⅰ-３-(2)-② b

（コメント）

評価結果

Ⅰ-４-(1)-① b

（コメント）

Ⅰ-４-(1)-② b

（コメント）

評価結果

Ⅱ-１-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-１-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-１-(２)-① b

（コメント）

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

 保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮してい
る。

施設内の現状を踏まえ、必要な研修等への推奨等が行われています。定期的・継
続的に、質の現状について、評価分析する仕組みの整備拡充が望まれます。

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ-１-(1) 管理者の責任が明確にされている。

 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図って
いる。

ホームページ等で施設長の考えや思いが表明されています。有事の際の権限委譲
を含めた、役割と責任の明確化が望まれます。

 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

法人のコンプライアンス方針に沿った留意が行われています。業務に関連のある
一般法令を含めた幅広い内容の、職員への周知拡充が望まれます。

　Ⅰ-４-(1) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

 保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。

年1回の職員自己評価が行われており、職員自身の保育を振り返る機会となって
います。保育内容のドキュメンテーションが行われ、職員間で保育を振り返る機
会となっています。評価結果を分析できる、仕組みの整備拡充が望まれます。

 評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確にし、計
画的な改善策を実施している。

把握した課題は職員間での共有に繋げられています。分析した評価結果の明示
と、改善策や改善の実施状況を、評価見直しする仕組みの整備拡充が望まれま
す。

評価対象Ⅱ 組織の運営管理

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。

 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行わ
れ、職員が理解している。

職員検討も踏まえた、事業計画の策定を心がけられています。定期的に評価・見
直しを行う仕組みの整備拡充が望まれます。

 事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している。

年2回開催される運営委員会で、事業計画の説明が行われています。保護者全体
に対する、周知の拡充とわかりやすく伝わり理解しやすい説明の工夫拡充が望ま
れます。

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組



Ⅱ-１-(２)-② b

（コメント）

評価結果

Ⅱ-２-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-２-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-２-(２)-① a

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-① b

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-② b

（コメント）

Ⅱ-２-(３)-③ b

（コメント）

Ⅱ-２-(４)-① b

（コメント）

法人全体で、毎年、SDGｓ救命研修、シンポジウムへの参加等の機会が確保さ
れています。新人研修は法人研修センターで2日間実施されています。継続した
仕組みとしての、研修体系整備拡充が望まれます。

 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

法人全体としての研修に参加できる機会があります。外部研修の情報は、職員に
提供され、個々の職員の希望を踏まえて参加できる機会があります。継続する研
修体系の整備拡充、施設内課題等を踏まえたOJTの拡充が望まれます。

Ⅱ-２-(４) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

 実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備
し、積極的な取組をしている。

法人全体として実習マニュアルが策定されており、受入可能園で対応されていま
す。法人、あるいは施設として実習生に伝えたい大切なことをマニュアル化し、
法人や施設の考えが実習生に伝わる工夫の拡充が望まれます。

 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組ん
でいる。

法人として、職員のメンタルケアに向けた相談対応できる専門職の紹介・周知が
行われています。職員個々のワークライフバランスに配慮した、柔軟な、勤務形
態や勤務体系が用意されています。

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

職員個々に課題と目標設定が行われており、中間面談も行われています。客観的
に評価可能な、具体的な目標設定が望まれます。

 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研
修が実施されている。

Ⅱ-２-(1) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、
取組が実施されている。

法人全体の仕組みとして、採用システム・研修システムが策定されています。継
続雇用されている職員に対する、研修システムやフォローアップ等の、仕組みと
しての整備拡充が望まれます。

 総合的な人事管理が行われている。

毎年、自己評価を踏まえた面談が行われており、達成度により、給与や昇進等に
反映される仕組みがあります。客観的に評価可能で、職員自身も達成度が明確に
わかる、内容の整備拡充が望まれます。

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。

 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮してい
る。

施設長は、施設の課題を踏まえた、業務の向上に向けリーダーシップを発揮され
ています。施設内の取り組みとしての仕組みの整備拡充が望まれます。

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成



評価結果

Ⅱ-３-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-３-(1)-② b

（コメント）

評価結果

Ⅱ-４-(1)-① b

（コメント）

Ⅱ-４-(1)-② b

（コメント）

Ⅱ-４-(２)-① b

（コメント）

Ⅱ-４-(３)-① b

（コメント）

Ⅱ-４-(３)-② b

（コメント）

評価結果

 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われてい
る。

地域イベント等への参加が行われています。施設機能を活かした、地域への還元
活動拡充が望まれます。

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。

 保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が
適切に行われている。

必要に応じた、行政機関等との連携が行われています。保護者等や職員が活用で
きる、幅広い地域の社会資源を一見出来るようなリストの整備拡充が望まれま
す。

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

地域福祉のニーズ等を把握するための取組が行われている。

運営委員会を主体とした意見交換が行われています。地域機関や団体、児童委員
等、幅広い地域の情報共有・情報交換拡充が望まれます。

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

Ⅱ-４-(1) 地域との関係が適切に確保されている。

 子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。

散歩の際には、地域の方々との挨拶が行われています。区主催の地域向けイベン
トへの参加があります。コロナ禍の制限下以降中断していた、交流の再開・再構
築に期待します。

 ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立
している。

コロナ禍の制限期間中の開園であることから、従前の繋がりやルートもなく、制
限緩和後始めて、取り組みが開始されたところです。学校教育への協力等からの
開始が予定されています。

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保

Ⅱ-３-(1) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。

 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

ホームページにて、法人の理念やビジョン等が明示されています。事業計画や意
見相談等含めた幅広い内容の公開拡充が望まれます。

 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われて
いる。

運営に関する法人の各種規程が策定されています。法人内部のチェック機能があ
ります。職員全体に対する諸規定の周知拡充と、外部監査等の活用拡充が望まれ
ます。



Ⅲ-１-(1)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(1)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(２)-③ b

（コメント）

Ⅲ-１-(３)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(４)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(４)-② b

（コメント）

日々の送迎時の会話や連絡帳、アンケート・保護者会等を通じて、意向や意見を
受け止められるよう留意されています。定期的な仕組みとしての取組整備拡充が
望まれます。

Ⅲ-１-(４) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

苦情解決の仕組みの明確化、保護者等にわかりやすく伝える工夫が望まれます。
苦情に限らず、意見等を含めた、保護者等へのフィードバックの拡充が望まれま
す。

 保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知
している。

複数相談先・相談手段の文書による明示、わかりやすい説明の工夫拡充が望まれ
ます。

 保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明してい
る。

保育の主な内容が保護者等に伝えられています。把握した保護者意向の明示と、
計画に対する同意の明確化が望まれます。

 保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行ってい
る。

要望に応じた、引き継ぎの対応が行われています。仕組みとしての引継ぎ書類や
業務の明確化が望まれます。

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。

 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行ってい
る。

法人全体で、SDGｓの取り組み拡充が行われており、法人方針に沿った具体的
な活動に繫げられるよう努められています。性差に対する取り組みや、人種や言
葉に対する理解促進等が行われています。保護者等に対し理解促進する取組の拡
充が望まれます。

 子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている。

職員全員、人権擁護のセルフチェックシートを活用した振り返りが、年1回以上
行われています。不適切事案発生時の対応含めたマニュアルの整備拡充、子ど
も・保護者等に対する周知の拡充が望まれます。

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

 利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供して
いる。

園見学は、予約制の小グループ制を中心に再開されています。見学時には、行事
の説明やクラスの様子を見て頂いています。保護者等に園の考えやねらい等が実
感して頂ける、説明の工夫拡充が望まれます。

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス

Ⅲ-１-(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。

 子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取組を
行っている。



Ⅲ-１-(４)-③ b

（コメント）

Ⅲ-１-(５)-① b

（コメント）

Ⅲ-１-(５)-② b

（コメント）

Ⅲ-１-(５)-③ b

（コメント）

評価結果

Ⅲ-２-(1)-① b

（コメント）

Ⅲ-２-(1)-② b

（コメント）

Ⅲ-２-(２)-① b

（コメント）

Ⅲ-２-(２)-② b

（コメント）

 定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

客観的に評価した計画の進捗状況を記録により残し、それを根拠に計画自体を評
価判定する仕組みの整備拡充が望まれます。保護者等の意向把握と同意に関する
ルールや明示の整備拡充が望まれます。

各種基本的な留意事項や手順等のマニュアルが設置されています。マニュアル通
り実施されているかどうかの確認手法の確立、権利擁護上配慮等の明示が望まれ
ます。

 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

必要を生じたと判断された場合に、随時の改定等が行われています。定期的な仕
組みとしての手法確立が望まれます。

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

 アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定している。

アセスメント手法の明確化と標準化、子どもや保護者等のニーズの把握・明示が
が望まれます。計画に対する達成状況を客観的に評価可能な内容にする事が求め
られます。

毎月、看護師による感染症に関する研修が実施されています。感染症発生時の対
応手順等が収集されています。感染症状況に関係なく実施すべき、日常の感染症
予防対策の明確化と手法の確立が望まれます。

 災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行って
いる。

危機管理マニュアル・安全管理マニュアルが策定されています。飲料水・食品・
備品等の備蓄リストがあり、定期的に点検、管理されています。開所時間外や対
保護者を含めた安否確認方法の確立、ＢＣＰ（事業継続計画）の整備拡充が望ま
れます。

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保

Ⅲ-２-(1) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

 保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供されてい
る。

 保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応してい
る。

把握した意見・相談等については、速やかに対応出来るよう努められています。
相談・意見に関する、手順やマニュアルの明確化、記録ルールの明確化が望まれ
ます。

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメン
ト体制が構築されている。

施設内の危険箇所マップが作成されており、リスクのある場面や場所が明示さ
れ、注意喚起されています。ヒヤリハットの収集が行われています。安全管理に
関する各種アニュアルが設置されています。初動部分を含めた、マニュアルの整
備拡充が望まれます。

 感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を
整備し、取組を行っている。



Ⅲ-２-(３)-① b

（コメント）

Ⅲ-２-(３)-② b

（コメント）
外部漏洩の無いよう配慮した取扱に努められています。不適切利用や漏洩発生時
に対する、対策と初動含めた対応方法の明確化が望まれます。

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

 子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で
共有化されている。

計画に対する客観的な評価からの、進捗状況・達成度の記録が必要です。記載内
容を含めた、記載ルールの明確化が望まれます。

 子どもに関する記録の管理体制が確立している。



評価結果

Ａ-１-（１）-① b

（コメント）

Ａ-１-（２）-① a

（コメント）

Ａ-１-（２）-② a

（コメント）

Ａ-１-（２）-③ a

（コメント）

Ａ-１-（２）-④ a

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑤ a

（コメント）

児童福祉分野【保育所】の内容評価基準

Ａ－１　保育内容

Ａ－１－（１）　全体的な計画の作成

保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達
や家庭及び地域の実態に応じて全体的な計画を作成している。

全体的な計画と、年間カリキュラム、月次の指導計画等が、連続性・一貫性で
繋がりのある構成となっている事が求められます。全体的な内容を保育指針に
沿った視点での記載とすることが望まれます。

子どもが基本的な生活習慣を身につけることができる環境の整
備、援助を行っている。

子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの生活と遊び
を豊かにする保育を展開している。

0歳児では、1対1で向き合いかかわる事を大切にされており、スキンシップを
増やすことによって、子どもが安心してすごせるよう留意されています。
1歳児では、言葉がけを大切にすることで、子ども自身の意思表示や発語に繫げ
られるよう、また、子どもの思いを受け止められるよう配慮されています。
2歳児では、子どもの思いを受け止め、主張や理由を把握し、解決していけるプ
ロセスを大切にされています。

0歳児では、個々の子どもの状況を踏まえながらも、生活リズムが形成していけ
るよう配慮されています。
1歳児では、手洗いや衣類の着脱等基本的な動作から、自分でできるを増やして
いけるよう留意されています。子どものやってみたいを大切にし、無理強いせ
ず、個々の子どものペースにあわせた生活習慣の習得に繫げられています。
2歳児では、個々の子どものペースも踏まえながら、できる事が拡充できるよう
配慮されています。また、挨拶がしっかりできる事を大切にされています。

0歳児では、子どもが主体的に活動できるよう、子どもの様子も踏まえながら、
自発的に動ける、遊べる場面となるよう配慮されています。
1歳児では、子どもの様子や表情、動作等を踏まえ、子どもの思いや主張を受け
止め、実現出来るよう留意されています。子どもが興味のある活動を通して、
身体を動かせる場面を増やせるよう配慮されています。
2歳児では、行う事の流れを説明し、子どもが自分たちで流れに沿った動きやｍ
やることを考えられる場面や機会の創出を意識されています。

一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育を行っ
ている。

Ａ－１－（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開

生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことのでき
る環境を整備している。

温度・湿度・換気・清潔保持に留意した環境整備に留意されています。子ども
の活動内容や場面に応じた、スペース作りや区切り等に配慮されています。幼
児クラスでは、異年齢保育に配慮した、安全面の確保に留意されています。

乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体的に展開される
よう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

0歳児では、身体を動かしていきながら、発達発育を促進できるよう留意されて
います。1歳児とのかかわりの中から、成長を促していける場面を意識されてい
ます。



Ａ-１-（２）-⑥ a

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑦ a

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑧ b

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑨ b

（コメント）

Ａ-１-（２）-⑩ b

（コメント）

Ａ-１-（３）-① b

（コメント）

Ａ-１-（３）-② b

（コメント）

Ａ-１-（３）-③ b

（コメント）

 健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。

アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師からの
指示を受け適切な対応を行っている。

小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内容や方
法、保護者との関わりに配慮している。

Ａ－１－（３）　　健康管理

3～5歳は、合同の異年齢保育が行われています。個々の子どもの良いところを
伸ばすことを大切にされています。子どもの達成感を、より多く得られ、子ど
も自身が自信を持てる場面の創出に留意されています。異年齢によるクラス編
成が、子ども同士の思いやりや配慮、異年齢がかかわることによって子ども自
身が自然と向上心を持てる環境が構成されています。

5歳児では、就学に向け、生活習慣の完成度を高め、時間を意識する場面等、5
歳児のみの場面を設けられています。保護者等が、就学に向けて見通しを持て
る機会の拡充が望まれます。

看護師による、日々の子どもの健康チェックが行われています。前日の体調等
も踏まえた、翌朝・翌日の配慮や確認も行われています。毎月、園からのお知
らせの中で、看護師のコーナーがあり、保健情報の提供が行われています。看
護師が、手洗い指導等、基本的な部分を子どもたちに対して実施されていま
す。保護者等に対する、啓発・情報提供の拡充が望まれます。

 子どもの健康管理を適切に行っている。

健診結果で、指摘事項があった場合には、看護師から保護者等に説明通知され
ています。内容については、後追いでの確認も行われています。保護者等が興
味を持ち実感できる伝え方の工夫が望まれます。

アレルギー対応ガイドラインに沿った、食物アレルギー対応に努められていま
す。食物以外のアレルギー対応、保護者等への情報提供や啓発拡充が望まれま
す。

夕方は、合同保育となるため、各歳児の分布や人数を踏まえ、環境構成やグ
ループ配置等に配慮されています。身体を動かすことによって、気分転換に繋
がり、寂しさや飽きる事が少なくなるよう留意されています。保護者等との連
携強化拡充が望まれます。

３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよ
う適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

３歳未満児（１・２歳児）の保育において、養護と教育が一体的
に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している。

1歳児では、個々の子どもの発達発育状況を踏まえながら、個々の子どもにあわ
せた養育やできる事の拡充に努められています。言葉がけを大切にする事で、
子ども自身の発語や意思表示に繫げられるよう配慮されています。
2歳児では、生活習慣の習得を意識し、個々の子どものペースも踏まえながら、
できる事が拡充できるよう配慮されています。また、挨拶がしっかりできる事
を大切にされています。

障がいのある子どもが安心して生活できる環境を整備し、保育の
内容や方法に配慮している。

課題のある子どもの、感情や表情を踏まえ、集団の中で活動していけるよう配
慮されています。保護者等全体に対する、啓発・情報提供の拡充が望まれま
す。

それぞれの子どもの在園時間を考慮した環境を整備し、保育の内
容や方法に配慮している。



Ａ-１-（４）-① a

（コメント）

Ａ-１-（４）-② a

（コメント）

評価結果

Ａ-２-（１）-① b

（コメント）

Ａ-２-（２）-① b

（コメント）

Ａ-２-（２）-② b

（コメント）

評価結果

Ａ-３-（１）-① b

（コメント）

Ａ－２－（１）　家庭との緊密な連携

子どもの嗜好や喫食量を踏まえ、無理のない食事、食事が嫌になることがない
よう、提供時に配慮されています。毎月の保護者に向けたお知らせの中で、行
事食や季節食等の説明も行われています。週1回以上、栄養士が、子どもの食事
の場を巡回し、喫食状況の把握や、子どもの直接の声を聞く機会が設けられて
います。毎月、圏域内の同一法人他施設の栄養士のミーティングがあり、情報
交換・情報共有が行われています。

連絡帳機能や、送迎時の会話等で、情報交換・情報共有が行われており、質問
や相談等にも丁寧に対応できるよう心がけられています。記録対象とする内容
の、ルール化が望まれます。

 子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行っている。

 食事を楽しむことができるよう工夫をしている。

毎月、子どもたちに対して、栄養士が絵本や食材等を使った説明や、食材に触
れる機会を設けることによって、食への理解や興味を促す取り組みが行われて
います。2歳児では、絵本やストーリーを基に、食への興味や、子どもが能動的
に食に取り組める場面の創出に留意されています。

Ａ－３－（１）　保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）

保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）を行い、保
育実践の改善や専門性の向上に努めている。

日常のコミュニケーションの中で、保護者等との信頼関係が築けるよう努めら
れています。保護者等からの相談には、必要に応じて上職のアドバイスが得ら
れる環境があります。記録に対するルールの明確化が望まれます。

マニュアルに沿って、子どもの登園時や着替えの際に、不自然な怪我や痣等が
無いか確認されています。違和感を感じた場合は、園長・主任等に報告し、職
員間で共有しながら、適切な対応ができるよう努められています。発見時の初
動に対するマニュアルの整備拡充が望まれます。

Ａ-２　子育て支援

子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供してい
る。

Ａ－１－（４）　　食事

家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早期対
応及び虐待の予防に努めている。

職員が、自己評価と目標設定を行い、上長と面談する機会があります。進捗
度・達成度が明確となる、目標設定の客観性・具体性が求められます

Ａ－３ 保育の質の向上

Ａ－２－（２）保護者等の支援

 保護者が安心して子育てができるよう支援を行っている。



評価結果

Ａ-４-(1)-① a

（コメント）
職員同士で話し合い、振り返りの場を設けることで、不適切な対応とならない
よう留意されています。

体罰等子どもへの不適切な対応が行われないよう、防止と早期発
見に取組んでいる。

Ａ-４-(1) 子どもの発達・生活援助

Ａ-４ 子どもの発達・生活援助



調査の概要

利用者への聞き取り等の結果（概要）

調 査 方 法

コロナ禍の制限下以降、利用者直接のヒアリングは差し控えています。

利用者（子ども）への聞き取り等の結果

調査対象者

調査対象者数 　　　　　　　　人



調査の概要

利用者への聞き取り等の結果（概要）

調 査 方 法
全園児の保護者等に対し、大阪府参考様式項目のアンケート用紙・返信用封
筒を配布し、保護者等から直接、評価機関宛返送にて収集。

アンケートの設問は、大阪府参考様式の項目を基に、配布実施しました。

【選択回答内容より推測される傾向】

一部項目を除き、各項目おおむね80％前後の保護者等が満足を感じられています。

【利用者自由記述内容抜粋】

・一人一人を見てくれる。　・少人数なので覚えてもらいやすい。
・少人数なので他クラスの子と接点ができやすい。　・感染症のリスクが少ない。
・食事指導を全力で取り組んでいる。　・先生方の対応が良い。
・少人数なので先生ともじっくり話ができる。　・いつも清潔に保たれている。
・先生方の子どもへの愛情をとても感じられる。　・先生方の安全への意識が高く見える。
・物事に柔軟に対応してもらえる。　・先生みんなが子どものことをよく見てくれている。
・保育士は笑顔でさわやかに仕事をしている。　・荷物が少ない。　・電子化が進んでいる。
・障がいがある子も一緒に生活をしていること。　・生き物の観察ができる。
・お迎え時の先生から申し送りの連携ができておりどの先生でも伝えてくれる。
・子どもに接する先生たちが熱心。

【総括】

乳児クラスでは、概ね良好な関係性が見受けられました。幼児クラスでは、情報提供不足や園の
意図が伝わっていない部分が見受けられました。。

利用者（保護者）への聞き取り等の結果

調査対象者 全ての利用者の保護者等

調査対象者数 有効回答数　　17　　名



福祉サービス第三者評価結果報告書【受審施設・事業所情報】 

における項目の定義等について 

 

 

①【職員・従業員数】 

●以下の項目について、雇用形態（施設・事業所における呼称による分類）による区分で

記載しています。 

 

▶正規の職員・従業員 

・一般職員や正社員などと呼ばれている人の人数。 

 

▶非正規の職員・従業員 

・パート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員、嘱託などと呼ばれ

ている人の人数。 

 

 

②【専門職員】 

●社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、訪問介護員、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、保育士、社会福祉主事、医師、薬剤師、看護師、准看護師、

保健師、栄養士等の福祉・保健・医療に関するものについて、専門職名及びその人数を

記載しています。 

 

 

③【施設・設備の概要】 

●施設・設備の概要（居室の種類、その数及び居室以外の設備等の種類、その数）につい

て記載しています。特に、特徴的なもの、施設・事業所が利用される方等にアピールし

たい居室及び設備等を優先的に記載しています。併せて、【施設・事業所の特徴的な取

組】の欄にも記載している場合があります。 

 

 例 

居室 ●個室、2人部屋、3 人部屋、4 人部屋 等 

設備等 ●保育室（0 才児、1 才児、2 才児、3 才児、4才児、5 才児）、調乳室、 

洗面室、浴室、調理室、更衣室、医務室、機能訓練室、講堂 等 

 


